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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成２８年１月１８日（平成２８年（行個）諮問第１０号） 

答申日：平成２９年１０月１３日（平成２９年度（行個）答申第１１２号） 

事件名：本人に対する遺族補償一時金に係る調査復命書等の一部開示決定に関

する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   「被災者（特定氏名（特定年月日生））が平成２５年特定月日に特定事

業場で発生した労働災害により死亡したことに関し，特定労働基準監督署

長が決定した遺族補償一時金に係る調査復命書及び添付資料（本人が提出

した書類を除く）」に記録された保有個人情報（以下「本件対象保有個人

情報」という。）につき，その一部を不開示とした決定について，諮問庁

がなお不開示とすべきとしている部分については，別表の５欄に掲げる部

分を開示すべきである。  

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，山

梨労働局長（以下「処分庁」という。）が，平成２７年９月２９日付け山

梨個開第２７－４５号により行った一部開示決定（以下「原処分」とい

う。）を取り消し，不開示部分の開示を求めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

   審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載

によると，おおむね以下のとおりである。 

 （１）審査請求書 

    調査復命書の一部が不開示となり，事業場提出資料の全部，監督資料

の大半が不開示であることから，被災者の精神障害の業務起因性を認定

した理由（または認定しなかった事実の有無）を判断することが不可能

であるので，その不開示となった部分の開示を求める。 

 （２）意見書 

   ア はじめに 

     頭書事件について，諮問庁から提出された理由説明書（以下「本件

理由説明書」といいます。）（下記第３）を踏まえて，以下のとおり，

意見を述べます。 

   イ 開示未了であること 
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     本件理由説明書２項（下記第３の１（２））において，諮問庁であ

る厚生労働大臣は，「本件審査請求に関し，原処分において不開示と

した部分のうち一部を新たに開示した上で」，添付した別表に記載し

た情報を不開示とすると述べています。 

     しかし，（１）厚生労働大臣から私に対し何らかの資料が「一部を

新たに開示」された事実はなく，私は，本日現在までに新たな情報

に接することができていません。 

     また，（２）添付別表では，文書名も内容も不明ですので，これだ

けでは何が開示され，何が不開示とされるのか読み取ることは不可

能です。このため，このような理由説明書に対し意見を述べること

は通常一般人には不可能であり，この取り扱いは，私の攻撃防御方

法を奪うものであって，適正な手続ではありません。 

     つきましては，私は，諮問庁に対し，（１）新たに開示したという

資料を交付することを求め，かつ（２）何を不開示にするのか反論

可能な状態で示すことを求めます。 

     このような手続を経ないと私は反論すらできませんので，諮問庁は，

理由を説明できていないことと同様です。 

   ウ 抽象的な理由では不十分であること 

     また，諮問庁は，事業場提出資料の全部，監督署資料の大半を不開

示としているようであり，その理由として「被聴取者等が不当な干

渉を受けることが懸念される」「通例として開示しない」「個人の権

利利益を害する」「労基署の調査への協力を躊躇させ，その適正な遂

行に支障を及ぼす」等と述べています。 

     しかし，そのような懸念は，いずれも抽象的な心配に過ぎず，本件

では既に労災決定があるので具体的な損害が生じることはありませ

ん。また，通例として開示しないというのでは，何ら理由になりま

せん。 

     事業場提出資料の全部，監督署資料の大半を不開示とするのでは，

被災者の精神障害の業務起因性を認定した理由（または認定しなか

った事実の有無）を判断することが不可能または困難ですので，速

やかな開示を希望します。   

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 理由説明書 

（１）本件審査請求の経緯 

ア 本件審査請求人は，処分庁に対して，法１２条１項の規定に基づき，

「被災者が平成２５年特定年月日に特定事業場で発生した労働災害に

より死亡したことに関し，特定労働基準監督署長が決定した遺族補償

一時金に係る調査復命書及び添付資料（本人が提出した書類を除く）」
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に係る開示請求を行った。 

イ これに対して，処分庁が原処分を行ったところ，審査請求人がこれ

を不服として，平成２７年１０月１９日付け（同月２１日受付）で審

査請求を提起したものである。 

（２）諮問庁としての考え方 

本件審査請求に関し，原処分において不開示とした部分のうち一部を

新たに開示した上で，別表中「不開示を維持する部分」欄に掲げる情報

については，法１４条２号，３号イ及びロ並びに７号柱書きに基づき，

原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

（３）理由 

ア 本件対象保有個人情報の特定について 

本件対象保有個人情報は，被災者が平成２５年特定年月日に特定事

業場で発生した労働災害により死亡したことに関し，特定労働基準

監督署長が決定した遺族補償一時金に係る調査復命書及び添付資料

（本人が提出した書類を除く）である。 

イ 不開示情報該当性について 

（ア）法１４条２号の不開示情報 

ａ 別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号１の②，

２の②，３の①，１７の①，１９の①，２０の①，２１の①，２

２の①，２３の①，２４の②，２５の①，２７の①及び２８の①

の不開示部分は，審査請求人以外の氏名，印影など，審査請求人

以外の個人に関する情報であって，審査請求人以外の特定の個人

を識別することができるものであるため，当該情報は、法１４条

２号本文に該当し，かつ同号ただし書イからハまでのいずれにも

該当しないため，原処分を維持して不開示とすることが妥当であ

る。 

ｂ 別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号１の①，

３の②，１７の②，１９の②，２０の②，２１の②，２２の②，

２３の②，２５の②及び２７の②の不開示部分は，特定労働基準

監督署の調査官が本件労災請求に係る処分を行うにあたり，審査

請求人以外の特定個人から聴取をした内容である。当該聴取内容

に関する情報が開示された場合には，被聴取者が，不当な干渉を

受けることが懸念され，審査請求人以外の個人の権利利益を害す

るおそれがあるため，当該情報は，法１４条２号本文に該当し，

かつ同号ただし書イからハまでのいずれにも該当しないため，原

処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

（イ）法１４条３号イの不開示情報 

別表に記載した情報のうち，文書番号２の①，４，６，８，９，
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１０，１１，１２，１３，１８，１９の③，２０の③，２１の③，

２２の③，２４の①，２６，２７の③，２８の②及び３０の①の不

開示部分は，特定事業場の業務内容に関する情報等であり，当該事

業場が一般に公にしていない内部情報である。 

  そのため，仮にこれらの情報が開示された場合には，当該事業

場が，当該内容に不満を抱いた労災請求人等から不当な干渉を受け

ることが懸念され，当該事業場の権利，競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあることから，法１４条３号イに該当するた

め，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

（ウ）法１４条３号ロの不開示情報 

別表に記載した情報のうち，文書番号２の①，４，５，６，７，

８，９，１０，１１，１２，１３，１８，１９の③，２０の③，２

１の③，２２の③，２７の③及び３０の②の不開示部分は，当該事

業場が一般に公にしていない内部情報である。これらの情報は，行

政機関の要請を受けて，開示しないとの条件で任意に提供されたも

のであって，通例として開示しないこととされているものであるこ

とから，法１４条３号ロに該当するため、原処分を維持して不開示

とすることが妥当である。 

（エ）法１４条７号柱書きの不開示情報 

ａ 別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号１の①，

３の②，１７の②，１９の②，２０の②，２１の②，２２の②，

２３の②，２５の②及び２７の②の不開示部分は，特定労働基準

監督署の調査官が本件労災請求に係る処分を行うにあたり，審査

請求人以外の特定個人から聴取した内容等である。これらの聴取

内容等が開示された場合には、請求者以外の個人の権利利益を害

するおそれがあることは、上記３（２）ア（イ）で既に述べたと

ころである。 

加えて，これらの情報を開示するとした場合，被聴取者が心理

的に大きな影響を受け，被聴取者自身が把握・認識している事

実関係について申述することを躊躇し，労災請求人側，事業場

側いずれか一方に不利になる申述を意図的に忌避するといった

事態が発生し，公正で的確な労災認定を実施していく上で必要

不可欠な事実関係についての客観的申述を得ることが困難にな

るおそれがある。したがって，これらの情報は，開示すること

により，労働基準監督署における労災認定等の事務処理の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，法１４条７号柱

書きの不開示情報に該当するため，原処分を維持して不開示と

することが妥当である。 
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ｂ 別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号２の①，

４，５，６，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１８，１９

の③，２０の③，２１の③，２２の③，２７の③及び３０の②の

不開示部分は，特定事業場の業務内容に関する情報等であり，当

該事業場が一般に公にしていない内部情報である。これらの情報

は，行政機関の要請を受けて，開示しないとの条件で任意に提供

されたものであって，通例として開示しないこととされているも

のであることは，上記（ウ）で既に述べたところである。 

さらに，これらの情報は，守秘義務により担保された労災補償

行政に対する信頼に基づき，当該事業場に理解と協力を求めた

上で得られたものであるから，当該情報を開示するとした場合

には，このことを知った事業場だけでなく関係者の信頼を失い，

労災認定の調査への協力を躊躇させることとなり，公正で的確

な労災認定を実施していく上で必要な事実関係を把握すること

が困難となる。したがって，これらの情報は開示することによ

り労働基準監督署における労災認定等の事務処理の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあることから，法１４条７号柱書きに

該当するため，原処分を維持して不開示とすることが妥当であ

る。 

（４）結論 

以上のとおり，本件対象保有個人情報については，原処分の一部を変

更し，原処分において不開示とした部分のうち一部を新たに開示した上

で，別表中「不開示を維持する部分」欄に掲げる情報については，法１

４条２号，３号イ及びロ並びに７号柱書に基づき，原処分を維持して不

開示とすることが妥当である。 

 ２ 補充理由説明書 

 （１）不開示情報該当性について 

理由説明書の該当部分を以下のとおり修正する。 

ア 法１４条２号の不開示情報 

（ア）別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号１の②，

２の②，３の①，１７の①，１９の①，２０の①，２１の①，２２

の①，２３の①，２４の②，２５の①，２７の①及び２８の①の不

開示部分は，審査請求人以外の氏名，印影など、審査請求人以外の

個人に関する情報であって，審査請求人以外の特定の個人を識別す

ることができるものであるため，当該情報は，法１４条２号本文に

該当し，かつ同号ただし書イからハまでのいずれにも該当しないた

め，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

イ 法１４条３号イの不開示情報 
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   （ア）別表に記載した情報のうち，文書番号２の①，４，６，８，９，

１０，１１，１２，１３，１８，１９の③，２０の③，２１の③，

２２の③，２４の①，２６及び２７の③の不開示部分は，特定事業

場の業務内容に関する情報等であり，当該事業場が一般に公にして

いない内部情報である。そのため，仮にこれらの情報が開示された

場合には，当該事業場が，当該内容に不満を抱いた労災請求人等か

ら不当な干渉を受けることが懸念され，当該事業場の権利，競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから，法１４条

３号イに該当するため，原処分を維持して不開示とすることが妥当

である。  

（イ）別表に記載した情報のうち，文書番号１６の不開示部分は，審査

請求人の代理人の弁護士の印影であり，この印影は、当該弁護士が

弁護士業務を遂行する上で使用しているものであって，事業を営む

個人の当該事業に関する情報に該当するものである。弁護士の印影

は，弁護士としての資格に基づき，訴訟の当事者の依頼等により，

訴訟事件等の法律事務を行うに当たって作成する特定の書類に限定

して押捺されるもので，その印影は，当該書類が真正に作成された

ことを示す認証的機能を有する性質のものであることから，これが

開示された場合，偽造・悪用されるおそれがあるなど，当該弁護士

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり，法

１４条３号イに該当し、不開示とすることが妥当である。 

（ウ）別表に記載した情報のうち，文書２８の②及び３０の①の不開示

部分は，保険組合及び特定事業所の印影である。 

当該部分は，当該文書が真正に作成されたことを示す認証的機能

を有するものとして，それにふさわしい形状をしているものと認め

られ，これを開示すると特定事業所の権利，競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条３号イに該当し，不開示とす

ることが妥当である。 

   ウ 法１４条３号ロの不開示情報 

     略 

エ 法１４条７号柱書きの不開示情報 

（ア）略 

（イ）別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号２     

の①，４，５，６，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１８，

１９の③，２０の③，２１の③，２２の③，２７の③及び３０の②

の不開示部分は，特定事業場の業務内容に関する情報等であり，当

該事業場が一般に公にしていない内部情報である。これらの情報は，
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行政機関の要請を受けて，開示しないとの条件で任意に提供された

ものであって，通例として開示しないこととされているものである

ことは，上記１（３）イ（ウ）で既に述べたところである。 

さらに，これらの情報は，守秘義務により担保された労災補償

行政に対する信頼に基づき，当該事業場に理解と協力を求めた上

で得られたものであるから，当該情報を開示するとした場合には，

このことを知った事業場だけでなく関係者の信頼を失い，労災認

定の調査への協力を躊躇させることとなり，公正で的確な労災認

定を実施していく上で必要な事実関係を把握することが困難とな

る。したがって，これらの情報は開示することにより労働基準監

督署における労災認定等の事務処理の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがあることから，法第１４条７号柱書きに該当するため，

原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

２ 理由説明書別表の修正等について 

理由説明書別表の該当部分を以下のとおり追加・修正する。 

（下線部分が追加・修正部分） 

別 表 

文書 

番号 

対象文書名 不開示を維持する部分 不開示情報 

（法１４条該当号） 

 

２号 ３号イ ３号ロ ７号柱

書き 

２ 提出資料一覧 ①１頁ないし３頁の

不開示部分，５頁な

いし７頁の不開示部

分 

 ○ ○ ○ 

１

６ 

保険給付実地調査

復命書③ 

５頁印影部分  ○   

１

７ 

聴取書等① ②２頁８行目ないし

１４頁３行目（項番

を除く） 

○   ○ 

１

９ 

聴取書等② ②２頁８行目ないし

１７頁８１行目（項

番を除く） 

○   ○ 

③１８頁ないし２３

頁不開示部分 

 ○ ○ ○ 

２ 聴取書等③ ②２頁８行目ないし ○   ○ 



 8 

０ １３頁１６行目（項

番を除く） 

③１４頁ないし１６

頁不開示部分 

 ○ ○ ○ 

２

１ 

聴取書等④ ②２頁８行目ないし

９頁８行目（項番を

除く） 

○   ○ 

③１０頁及び１１頁

不開示部分 

 ○ ○ ○ 

２

３ 

聴取書等⑥ ②２頁８行目ないし

６頁２３行目（項番

を除く） 

○   ○ 

２

７ 

聴取書等⑧ ②２頁ないし４頁の

確認事項の不開示部

分 

○   ○ 

③５頁ないし１２頁

の不開示部分 

 ○ ○ ○ 

第４ 調査審議の経過 

  当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成２８年１月１８日 諮問の受理 

② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年２月２日     審議 

④ 同月１７日      審査請求人から意見書を収受 

⑤ 平成２９年６月１日  委員の交代に伴う所要の手続の実施，本件

対象保有個人情報の見分及び審議 

⑥ 同年７月１９日    諮問庁から補充理由説明書を収受 

⑦ 同年１０月１１日   審議 

第５  審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 

本件対象保有個人情報は，「被災者（特定氏名（特定年月日生））が平成

２５年特定月日に特定事業場で発生した労働災害により死亡したことに

関し，特定労働基準監督署長が決定した遺族補償一時金に係る調査復命

書及び添付資料（本人が提出した書類を除く）」に記録された保有個人情

報である。 

処分庁は，本件対象保有個人情報の一部について，法１４条２号，３号

イ及びロ並びに７号柱書きに該当する部分を不開示とする原処分を行った

ところ，審査請求人は，不開示部分の全てを開示すべきであるとしている。 
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これに対して，諮問庁は，諮問に当たり，原処分で不開示とした部分の

うち，一部を新たに開示することとするが，別表の３欄に掲げる部分につ

いては，なお不開示とすべきとしている。 

このため，本件対象保有個人情報を見分した結果を踏まえ，諮問庁がな

お不開示とすべきとしている部分の不開示情報該当性について，以下，検

討する。 

２ 不開示情報該当性について 

（１）別表の５欄に掲げる部分について 

ア 通番８について 

当該部分は，特定事業場のパンフレットである。これは，広く一般

には配布することを目的として作成したものと認められ，実際に公

にされているものと認められることから，法１４条３号ロ及び７号

柱書きのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

   イ 通番１１及び通番１６について 

当該部分は，労働基準監督署の担当官の求めに応じて特定事業場が

提出した特定事業場の内部資料である。このうち，通番１１の２２

頁ないし２７頁，３０頁及び３１頁並びに通番１６の１頁ないし５

頁，１１頁，１３頁及び２４頁ないし３３頁は，文書２の「提出資

料一覧」の番号２１，４０及び４１に記載された内容から審査請求

人が知り得る情報であると認められることから，法１４条３号イ及

びロ並びに７号柱書きのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

   ウ 通番１７について 

当該部分は，審査請求人が申立人となっている本件労災給付請求の

申請に係る代理人である弁護士の印影である。 

このため，これが開示することにより，当該弁護士の権利，競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないこ

とから，法１４条３号イに該当せず，開示すべきである。   

（２）その余の部分について 

ア 通番２，通番４，通番５，通番１８，通番２１，通番２４，通番２

７，通番３０，通番３３，通番３６，通番３７，通番４０及び通番４

３について 

（ア）通番２の不開示部分は，「事業場（所属部署）内における当該労

働者の位置づけ」欄であり，特定事業場の関係者の氏名が記載され

ており，かつ，聴取実施者には○印が付記されている。 

   聴取実施者の氏名及び聴取実施者であることを示す○印は，一体

として法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関

する情報であって，特定の個人を識別することができるものに該当

し，同号ただし書イないしハのいずれにも該当する事情は認められ
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ず，当該部分は一体として個人識別部分であることから，法１５条

２項による部分開示の余地もない。 

また，聴取実施者であることを示す○印を付記されていない者の

氏名についても，法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外

の個人に関する情報であって，特定の個人を識別することができる

ものに該当し，これらの者が聴取実施者でないことは審査請求人が

知り得る情報であるとは認められないことから，同号ただし書きイ

に該当せず，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。

また，個人識別部分であることから，法１５条２項による部分開示

の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

（イ）その余の部分は，審査請求人以外の第三者の氏名，住所，職業，

生年月日，年齢，印影，人影等であり，それぞれ一体として法１４

条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができるものに該当する。当該部

分は，同号ただし書イないしハのいずれにも該当する事情は認めら

れず，また，当該部分は個人識別部分であることから，法１５条２

項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

   イ 通番１，通番６，通番１９，通番２２，通番２５，通番２８，通番

３１，通番３４，通番３８及び通番４１について 

   （ア）通番１の２頁「総合判断」欄の理由２の（２）②の３行目２９文

字目及び３０文字目並びに５行目１９文字目及び２０文字目，４頁

「上司とトラブルがあった」欄の３行目３７文字目及び４行目１文

字目並びに６行目１９文字目及び２０文字目，２２頁（２）（イ）

３行目３２文字目ないし３６文字目及び（オ）５行目３７文字目な

いし４１文字目，２５頁「認定事実」欄４行目１９文字目及び２０

文字目，２８頁第２の２（２）１行目３０文字目及び３１文字目，

５行目１文字目及び２文字目並びに９行目１４文字目及び１５文字

目，６頁，８頁，１１頁，１４ないし１８頁，２３頁及び２４頁

「調査結果」欄のうち，特定労働基準監督署の担当官が聴取した審

査請求人以外の個人の職氏名の記載部分，通番６の４頁の不開示部

分，通番１９，通番２２，通番２５，通番２８，通番３１及び通番

３４の聴取書に記録された被聴取者の署名，指紋及び印影並びに通

番３８及び通番４１の面談確認書等に記録された面談者等の氏名は，

法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情
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報であって，特定の個人を識別することができるものに該当し，同

号ただし書イないしハのいずれにも該当する事情は認められない。

また，当該部分は個人識別部分であり，法１５条２項による部分開

示の余地もない。 

      したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条７号柱書

きについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。     

（イ）その余の部分は，労働基準監督署の調査担当官が本件労災請求に

対する処分に当たり，審査請求人以外の第三者から聴取した内容で

ある。当該部分は，これを開示すると，被聴取者等が，労災給付請

求者である審査請求人からの批判等を恐れ，被聴取者等自身が認識

している事実関係等について直接的な申述を行うことをちゅうちょ

し，労災給付請求者側又は所属事業場側いずれか一方に不利になる

申述を意図的に忌避するなど，正確な事実関係の把握が困難となる

おそれがあり，労働基準監督署が行う労災認定の事務の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同条２

号について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

ウ 通番３５，通番３９，通番４４及び通番４５について 

（ア）通番３５及び通番３９は，労働基準監督官が撮影した特定事業場

のＩＣリーダー機の写真であり，当該事業場の内部情報であると認

められ，これを開示すると，当該事業場の権利，競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条３号イに該当し，不開示とす

ることが妥当である。 

（イ）通番４４は健康保険関係団体の印影であり，通番４５は特定事業

場の印影である。 

当該印影は，当該文書が真正に作成されたことを示す認証的機能

を有するものとして，それにふさわしい形状をしているものと認め

られ，これを開示すると特定事業所の権利，競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条３号イに該当し，不開示とす

ることが妥当である。 

   エ 通番３，通番７，通番９，通番１１ないし通番１６，通番２０，通

番２３，通番２６，通番２９，通番３２及び通番４２について 

     当該部分は，労働基準監督署の担当官の求めに応じて提出された特

定事業場の内部資料であり，これを開示した場合には，このことを

知った事業場だけでなく関係者の信頼を失い，労災認定の調査への

協力をちゅうちょさせることとなり，公正で的確な労災認定を実施
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していく上で必要な事実関係を把握することが困難となる。したが

って，これらの情報は開示することにより労働基準監督署における

労災認定等の事務処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるこ

とから，法１４条７号柱書きに該当し，同条３号イ及びロについて

判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。     

   オ 通番１０及び通番４６について 

     当該部分は，労働基準監督署の担当官の求めに応じて提出された特

定事業場の内部資料であり，上記エと同様の理由により，法１４条

７号柱書きに該当し，同条３号ロについて判断するまでもなく，不

開示とすることが妥当である。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

  審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を法１４条２

号，３号イ及びロ並びに７号柱書きに該当するとして不開示とした決定に

ついては，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分のうち，別表の５

欄に掲げる部分を除く部分は，同条２号，３号イ及び７号柱書きに該当す

ると認められるので，同条３号ロについて判断するまでもなく不開示とす

ることが妥当であるが，別表の５欄に掲げる部分については，法１４条３

号イ及びロ並びに７号柱書きのいずれにも該当せず，開示すべきであると

判断した。 

（第３部会） 

   委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 
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別 表 

文

書

番

号 

１ 文

書名 

２  

 

通

番 

３ 不開示を維持する部分 ４ 不開示情報

（法１４条該当

号） 

５  開示

すべき部

分 

２

号 

３

号

イ 

３

号

ロ 

７

号 

柱 

書

き 

１ 精神障

害の業

務起因

性判断

のため

の調査

復命書 

 

１ ①２頁「総合判断」欄の理由

１の１行目１６文字目ないし

２行目３５文字目，理由２の

（２）②の３行目２７文字目

ないし３９文字目，５行目１

９文字目，２０文字目，３頁

６行目１３文字目，１４文字

目，４頁「上司とのトラブル

があった」欄の３行目３５文

字目ないし４行目１０文字

目，６行目１９文字目，２０

文字目，５頁４行目１３文字

目，１４文字目，６頁「調査

結果」欄不開示部分(１行目

８文字目ないし１４文字目，

１３行目１２文字目ないし１

４行目１文字目及び２１行目

１２文字目ないし２２行目１

文字目を除く。)，８頁「調

査結果」欄不開示部分（１行

目１２文字目ないし２行目１

文字目及び２１行目８文字目

ないし２２文字目１文字目を

除く。），９頁｢調査結果」欄

不開示部分（４行目８文字目

ないし１５文字目及び１９行

目８文字目ないし１５文字

目），１１頁「調査結果」欄

○   ○ なし 
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不開示部分（１行目８文字目

ないし１５文字目），１４頁

｢調査結果｣欄不開示部分（１

行目及び２行目８文字目ない

し１７文字目を除く。），１５

頁｢調査結果｣欄不開示部分

（３４行目ないし３６行目，

３７行目８文字目ないし１０

文字目及び６３行目８文字目

ないし１０文字目を除く。），

１６頁｢調査結果｣欄不開示部

分（１５行目８文字目ないし

１０文字目，２７行目，２８

行目８文字目ないし１０文字

目，３８行目８文字目ないし

１０文字目，５４行目，５５

行目８文字目ないし１０文字

目を除く。），１７頁｢調査結

果｣欄不開示部分（３２行目

８文字目ないし１５文字目，

４７行目８文字目ないし１０

文字目，６０行目及び６１行

目８文字目ないし１０文字目

を除く。），１８頁｢調査結果｣

欄不開示部分（１２行目，１

３行目８文字目ないし１０文

字目，３５行目，３６行目８

文字目ないし１０文字目及び

４７行目８文字目ないし１０

文字 目 を 除 く 。），２ ２ 頁

（２）(イ)３行目３２文字目

ないし３６文字目，４２文字

目ないし４行目４１文字目，

（オ）４行目４２文字目ない

し５行目１３文字目，３７文

字目ないし４１文字目，２３

頁｢調査結果｣欄の不開示部分

（１行目１１文字目ないし２
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行目４文字目を除く。），２４

頁「調査結果」欄の不開示部

分（５行目８文字目ないし１

５文字目，２４行目８文字目

ないし１４文字目，３０行目

８文字目ないし１５文字目，

４２行目８文字目ないし１５

文字目及び４６行目８文字目

ないし１５文字目），２５頁

「認定事実」欄３行目７文字

目ないし１９文字目，４行目

１９文字目，２０文字目，２

７頁「専門医の意見」欄第１

の１２行目１８文字目ないし

１３行目８文字目，３９文字

目ないし１４行目２７文字

目，２８頁第２の２の（２）

１行目３０文字目，３１文字

目，５行目１文字目，２文字

目，９行目１４文字目，１５

文字目 

２ ②３２頁「事業場内における

当該労働者の位置づけ」表の

不開示部分 

○    なし 

２ 提出資

料一覧 

３ ①１頁ないし３頁の不開示部

分，５頁ないし７頁の不開示

部分 

 ○ ○ ○ なし 

４ ②８頁の不開示部分 ○    なし 

３ 精神障

害専門

部会意

見等 

５ ①１頁の不開示部分 ○    なし 

６ ②２頁ないし４頁の不開示部

分 

○   ○ なし 

４ 事業場

提出資

料① 

７ 不開示部分全て  ○ ○ ○ なし 

５ 事業場

提出資

８ 不開示部分全て   ○ ○ 不開示部

分全て 
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料② 

６ 事業場

提出資

料③ 

９ 不開示部分全て  ○ ○ ○ なし 

７ 事業場

提出資

料④ 

１

０ 

不開示部分全て   ○ ○ なし 

８ 事業場

提出資

料⑤ 

１

１ 

不開示部分全て  ○ ○ ○ ２２頁な

いし２７

頁，３０

頁及び３

１頁 

９ 事業場

提出資

料⑥ 

１

２ 

不開示部分全て  ○ ○ ○ なし 

１

０ 

事業場

提出資

料⑦ 

１

３ 

不開示部分全て  ○ ○ ○ 

 

なし 

１

１ 

事業場

提出資

料⑧ 

１

４ 

不開示部分全て  ○ ○ ○ なし 

１

２ 

事業場

提出資

料⑨ 

１

５ 

不開示部分全て  ○ ○ ○ なし 

１

３ 

事業場

提出資

料⑩ 

１

６ 

不開示部分全て  ○ ○ ○ １頁ない

し５頁，

１１頁，

１３頁及

び２４頁

ないし３

３頁 

１

４ 

保険給

付実地

調査復

命書① 

 －      

１

５ 

保険給

付実地

 －      
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調査復

命書② 

１

６ 

保険給

付実地

調査復

命書③ 

１

７ 

５頁印影部分  ○   ５頁印影

部分 

１

７ 

聴取書

等① 

１

８ 

①１頁不開示部分，２頁２行

目３文字目ないし最終文字，

３行目３文字目ないし最終文

字，４行目３文字目ないし最

終文字，５行目７文字目，８

文字目，１０文字目，１２文

字目，１５文字目，１６文字

目 

○    なし 

１

９ 

②２頁８行目ないし１４頁３

行目（項番を除く。） 

○   ○ なし 

１

８ 

聴取書

等①添

付書類 

２

０ 

不開示部分全て  ○ ○ ○ なし 

１

９ 

聴取書

等② 

２

１ 

①１頁不開示部分，２頁２行

目３文字目ないし最終文字，

３行目３文字目ないし最終文

字，４行目３文字目ないし最

終文字，５行目７文字目，８

文字目，１０文字目，１２文

字目，１５文字目，１６文字

目 

○    なし 

２

２ 

②２頁８行目ないし１７頁１

８行目（項番を除く。） 

○   ○ なし 

２

３ 

③１８頁ないし２３頁不開示

部分 

 ○ ○ ○ なし 

２

０ 

聴取書

等③ 

２

４ 

①１頁不開示部分，２頁２行

目３文字目ないし最終文字，

３行目３文字目ないし最終文

字，４行目３文字目ないし最

終文字，５行目７文字目，８

文字目，１０文字目，１１文

○    なし 
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字目，１３文字目，１６文字

目，１７文字目 

２

５ 

②２頁８行目ないし１３頁１

６行目（項番を除く。） 

○   ○ なし 

２

６ 

③１４頁ないし１６頁不開示

部分 

 ○ ○ ○ なし 

２

１ 

聴取書

等④ 

２

７ 

①１頁不開示部分，２頁２行

目３文字目ないし最終文字，

３行目３文字目ないし最終文

字，４行目３文字目ないし最

終文字，５行目７文字目，８

文字目，１０文字目，１２文

字目，１３文字目，１６文字

目，１７文字目 

○    なし 

２

８ 

②２頁８行目ないし９頁８行

目（項番を除く。） 

○   ○ なし 

２

９ 

③１０頁，１１頁不開示部分  ○ ○ ○ なし 

２

２ 

聴取書

等⑤ 

３

０ 

①１頁不開示部分，２頁２行

目３文字目ないし最終文字，

３行目３文字目ないし最終文

字，４行目３文字目ないし最

終文字，５行目７文字目，８

文字目，１０文字目，１２文

字目，１３文字目，１６文字

目，１７文字目 

○    なし 

３

１ 

②２頁８行目ないし１２頁３

行目（項番を除く。） 

○   ○ なし 

３

２ 

③１３頁，１４頁不開示部分  ○ ○ ○ なし 

２

３ 

聴取書

等⑥ 

３

３ 

①１頁不開示部分，２頁２行

目３文字目ないし最終文字，

３行目３文字目ないし最終文

字，４行目３文字目ないし最

終文字，５行目７文字目，８

文字目，１０文字目，１２文

字目，１３文字目，１６文字

○    なし 
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目，１７文字目 

３

４ 

②２頁８行目ないし６頁２３

行目（項番を除く。） 

○   ○ なし 

２

４ 

写真撮

影報告

書① 

３

５ 

①２頁不開示部分  ○   なし 

３

６ 

②３頁不開示部分 ○    なし 

２

５ 

聴取書

等⑦ 

３

７ 

①１頁不開示部分，２頁「面

談者氏名」，「面談場所」の不

開示部分 

○    なし 

３

８ 

②２頁，３頁の不開示部分

（①の部分を除く。） 

○   ○ なし 

２

６ 

写真撮

影報告

書② 

３

９ 

２頁，３頁の不開示部分  ○   なし 

２

７ 

聴取書

等⑧ 

４

０ 

①１頁不開示部分，２頁「面

談場所」，「対応者」の不開示

部分 

○    なし 

４

１ 

②２頁ないし４頁の確認事項

の不開示部分 

○   ○ なし 

４

２ 

③５頁ないし１２頁の不開示

部分 

 ○ ○ ○ なし 

２

８ 

受診歴

等 

４

３ 

①１頁担当者氏名，５頁，１

２頁，１４頁，１６頁，１８

頁保険医氏名部分 

○    なし 

４

４ 

②１頁印影部分  ○   なし 

２

９ 

救急活

動状況

につい

て（回

答） 

 －      

３

０ 

保険給

付実地

調査復

命書④ 

４

５ 

①７頁印影部分  ○   なし 

４

６ 

②７頁ないし１２頁の不開示

部分（①の部分を除く。） 

  ○ ○ なし 

 


